
第６回国土交通省成長戦略会議 

平成２２年１月１５日 

 

 

【中原政策官】  それではただいまより、第６回国土交通省成長戦略会議を開催させて

いただきます。 

 皆様方にはお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 まず初めに、前原大臣よりごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

【前原大臣】  新年初めてでございますので、明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い申し上げます。長谷川座長様はじめ、委員の皆さん方には、ご多用にも

かかわりませず、わざわざお集まりいただきまして、ほんとうにありがとうございます。 

 今日は安委員、また、福田委員からご報告いただくということでございますが、従来か

ら申し上げておりますように、財政出動にできるだけ頼らない成長戦略をということを、

私は皆さん方にお願いしておるわけでございまして、そういう意味におきましては、特に

今日は福田さんからになるでしょうか、ＰＰＰというものをやはりしっかりとやっていか

なくてはいけないと思っておりますし、また日本での成功事例というものが海外にも生か

される分野であろうと思いますので、どうか基本は財政出動にできるだけ頼らない、そし

て皆様方のお知恵によって国土交通省の所管分野において経済成長をどう生み出していく

か、そういう観点から熱心なご議論を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。あ

りがとうございます。 

【中原政策官】  ありがとうございました。 

  それでは以後の議事進行は、長谷川座長、よろしくお願いいたします。 

【長谷川座長】   

はい。それでは本日の会議を開催させていただきたいと存じます。 

 それではまず、安さんと福田さんから、国土交通省の成長分野についてそれぞれ２０分

程度プレゼンテーションいただき、その後、一括してフリーディスカッションを２０分程

度行いたいと考えております。 

 また、各委員からのプレゼンは本日で一巡いたしますので、これから本日も含めて３回

程度で、各分科会で議論していただいた成果を踏まえ、各分野の論点整理を行いたいと存
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じます。本日は観光分野についての論点整理を行います。論点整理の発表は、同じく２０

分程度と考えておりますが、その後、それに対する質疑を３０分程度行いたいと思います。 

 なお、各分野の論点整理につきましては、まだ議論途上であり、各方面との調整が必要

なことも考えられます。そのため、現段階での無用な誤解や混乱を招かぬよう配慮するこ

とが必要だと考えております。さらには委員から自由闊達なご議論をいただけるよう、資

料についてはこの会議内限り、いわゆる非公表とし、論点整理の概要及び主なご意見につ

いては、私、すなわち座長から会合後の記者ブリーフにおいて言及させていただくことと

いたします。 

 また論点整理部分については、委員からの発言についても、これまでのような詳細な議

事録はこの段階では作成せず、議論の要点のみを公表させていただくことにしたいと存じ

ますので、どうぞご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 それではまず、安さんからよろしくお願いいたします。 

【安委員】  それではよろしくお願いします。 

 お手元の資料２ページから始めます。人口減少・少子高齢化・地球環境問題の深刻化・

老朽化・財政の逼迫等、課題が山積しております。また、近隣諸国、大都市の成長もあり、

国際競争力の低下が懸念されております。ただ、人口減少局面にありましても都市人口は

増加いたします。したがって、都市整備は成長戦略のかぎを握ると考えます。人に優しく

サステナブルな都市と地域整備に民間の力を集中する、そのために国ができることは何か、

このように国土交通省（住宅・都市分野）の成長戦略というものをとらえました。 

 次に参ります。それを考える手がかりを若干整理してみました。まず、豊かさ・先進性

であります。わが国には世界の 先端を行く産業力・技術力があります。また、約１,４０

０兆円と言われる個人金融資産を持ち、世界の成長センターである東アジアに位置してお

ります。 

 次に優しさ・安心感であります。世界に誇れる治安レベルを持つ安全なビジネス・生活

環境、発達した鉄道網を基礎にしたすぐれた環境性能を持つ、地球に優しい都市構造。日

本の都市の環境性能は、アメリカの２倍、中国の１０倍の効率を持つと言われております。 

 次が美しさ・繊細さであります。森林、水など、自然資源に恵まれた国土、はっきりと

した四季を有する季節感、歴史と伝統文化、受け継がれてきたもてなしの心、このような

成長ポテンシャルを背景に、具体的な施策についてのイメージを、極めて個人的な考えで

ありますが、ご披露させていただきます。 
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 まず４ページ、まちなか居住であります。日本中の中小都市が中心市街地の空洞化に直

面しております。そもそも住宅地、集落の配置が分散的であり、土地利用、行政サービス

の効率が問題視されておりますが、さらに要介護高齢者がその問題を著しく深刻化させて

います。そこでまず第１に、日本全国津々浦々に共通するテーマとして、中心市街地への

人とサービスの移動を誘導し、魅力的な近隣社会をつくろうという方策を提起したいと思

います。中心市街地の公共施設・公共用地の利用状況を総点検し、集約・再編することに

よって生み出さされた空地、施設を活用して、モデルプロジェクトを組み立てるという考

えであります。 

 ５ページでは、公共施設のアセットマネジメントを行い、集約・再編で生み出される空

地や施設を 大限に活用して、まちなか居住を推進できないかという仕組みを説明してお

ります。 

 ６ページに参ります。まちなかに高齢者対応の住宅、ケア環境、就労、生きがい環境を

総合的に整備します。しかも拠点型で、すべてオールインワンパッケージで整備するとい

うやり方ではなくて、ネットワーク型で住宅、学校、商業施設、文化施設を整備し、それ

らをつなぐ各種のイベントを編み上げていく。公民の連携のさまざまなすぐれた事例があ

りますが、そういうネットワーク型で組み立てるというイメージはいかがでしょうか。農

山村の孤立性の高い高齢者住居をまちなかへ誘導するわけですから、限界集落の問題、あ

るいは空き家の減築の問題というものも視野として入ってまいります。 

 ７ページ目です。この方策の実現に向けての国の役割ですが、まず将来に向けた方向性

（ビジョン）の明確化が求められると思います。コンパクトシティ化により、都市全体の

クオリティー・オブ・ライフを上げていくというメッセージが重要です。 

 次に、各省庁にまたがるさまざまな措置を総合化して、居住地移転のメカニズムを働か

せるべきだと。区域指定のようなことを行い、中心区域への買いかえの優遇であるとか、

固定資産税の減免であるとかということも考えられるでしょうし、また将来への不安を市

街地全体で解消するということで、あきらめや自己防衛で動かない高齢者資産を動かす契

機をつくることも重要だと思います。フランスではビアジェのように、高齢者資産を買い

取るような仕組みがあります。日本でも、特定区域の永久な資産へ置きかえていくという

方向が考えられないでしょうか。 

 また、これもやや荒唐無稽かもしれませんが、大都市部のプロジェクトとの連携も考え

ていく必要があると思います。後ほど出てまいりますが、大都市の容積率緩和などで得ら
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れる開発利益の一部を、減築や緑化、自然への復旧、あるいは高齢者資産の買い取りなど

の原資、あるいはその一部に利用できないかという考えであります。 

 次８ページに参ります。２つ目の問題提起は建て替えの促進であります。建物ストック

の改善は、既に年初の大臣の方針の中でも大きく取り上げられていますが、今後広範な新

規供給が見込めない中で、建て替えとリニューアルについて重点的に取り組んで、ストッ

クを改善していくということですが、特にここでは再開発による建て替えの促進について

問題提起したいと思います。１つは木造密集市街地内の住宅の建て替え促進。２つ目はペ

ンシルビルの建て替え促進。３点目はコンバージョンの促進によるまちの活性化でありま

す。 

 ９ページに参ります。まず住宅です。戸数は数字的に充足しておりますが、質的な水準

はあまり高くありません。更新時期を迎えている住宅は、あまり豊かでない時代にできた

ものが多いわけでして、現在築３０年以上の住宅ストックが全体の３分の１を占めており

ます。したがいまして、特に在来工法による木造住宅等、リニューアルよりも建て替えた

ほうが明らかによいというものが多いのも事実であります。 

 そういう住宅の建て替え促進は、例えば木造密集市街地の耐火性能の向上でありますと

か、住宅市街地の省エネ性能を抜本的に改善するということに直結いたします。 

 １０ページ目に参ります。木造密集市街地では、建て替えを阻んだり、躊躇させたりし

ている要因としては、例えば容積が足りないでありますとか、あるいは建ぺい率がいっぱ

いいっぱいであるとか、前面道路の幅員がないとかなどの理由によって、次の世代にうま

く引き継げないということが起きております。既にご当局では、ある程度対応されてはお

るということについてはもちろん承知しておりますが、一層の法律の柔軟な運用というこ

とが考えられないでしょうかということであります。 

 また、マンションの建て替えの促進も緊急の課題であります。そこに書いてありますが、

築５０年を超えるマンションは２０年後には１００万戸に達し、爆発的に増加しますので、

抜本的な制度設計が必要となってまいります。 

 １１ページに参ります。住宅の建て替えを促進するための方策として、建築基準法の集

団規定の問題でございますが、建て替えの優良性や社会貢献の程度に応じて、総合的な判

断で緩和するというシステムを考えていただけないでしょうかということであります。 

 例えば、基準を大きく超えていく建物性能でありますとか、雨水の地中浸透で、公的な

防災システムの負担をかけないでありますとか、卓越した環境性能でありますとか、塀や
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垣根の除去、庭のオープンスペース化などを総合的に評価して緩和していくという考え方

であります。その際には、建て替え行為の優良性の評価システムが必要になるわけですか

ら、ＣＡＳＢＥＥのような考え方も必要だし、自治体のほか、幅広いステークホルダーの

関与が必要となってまいります。 

 １２ページに参ります。次にペンシルビル問題であります。住宅の場合と同じく、大都

市圏の大半のオフィスのストックは優良とは言えません。大都市において国際競争に打ち

かつよう、オフィス環境の整備を進めるためには、容積率の緩和や街区の大型化など、利

用効率、環境性能の高いオフィス開発が急がれます。 

 １３ページでございます。オフィスの建て替えの促進方策でありますが、オフィス街に

おける街区の大型化による、優良なオフィス開発を支援するということが重要です。特に

交通ネットワーク上可能ならば、区画道路を廃止して、敷地を大型化する。また、できた

らその用地をエリアマネジメントの原資にし、お金にかえるなどのことが考えられます。 

 また、開発の優良性に着目した容積緩和が必要です。現在、容積率の緩和につきまして

は各種の制度が用意されておりますが、各種の特例制度を総点検し、開発の優良性の評価

基準などを一本化する必要があるのではないかと思います。その際、現在の優良性の大き

な根拠となっておりますのが、空地確保基準でありますが、その空地確保基準であるとか、

あるいは駐車場の附置義務については、現在の諸情勢に合わせて見直していく必要がある

と思います。空地がまちのにぎわいの形成の障害になっているというケースなどが散見さ

れます。そのかわりにといっては何ですが、環境性能を重視すべきであります。 

 さらに容積率の利用効率を高めるために、容積の移転の仕組みをもっと開発していくべ

きでしょう。現在、ある特定のゾーン内の移転、例えば大丸有の区域でありますとか、そ

ういうところでは事例が出始めておりますが、さらに都心と郊外部でありますとか、ある

いは都心とずっと離れた農山部とかのプロジェクトリンケージというものも、考えていく

必要があるかもしれません。 

 １４ページではコンバージョンについて触れました。必ずしも街区の大型化をしないほ

うがよい市街地や、大型化が難しい市街地では、魅力アップのためのコンバージョンを積

極的に進めるべきだと思います。このことにつきましては、国交省においても取り組まれ

てきた経緯がありますが、コンバージョンによりまして、単調な市街地に多様な用途と、

それを支える人材が集まる魅力的なまちへと変身することが可能になるわけですが、現在、

採光基準であるとかいう、非常に細かいところかもしれませんが、技術的なところに基準
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法上の制約が多くて、コンバージョンをあきらめる例が非常に多いと仄聞しております。

基準法見直しの検討の視点に加えていただくことはできないでしょうか。 

 １５ページは、３つ目の提案で、組織整備に関することであります。成長戦略を進める

ワンストップ型の組織の必要性についてであります。国内外の投資を集約できる、魅力あ

るプロジェクトを開発し、幅広く関係するステークホルダーと連携をとって、プロジェク

トの円滑な実行を支援する、ワンストップ型の組織を整備すべきであろうということです。 

 そのような趣旨でつくられたものに都市再生本部がございます。次のページですが、都

市再生特別措置法ではそこに書かれておるような実績を上げてこられております。１０年

間の特別立法で６５地域、１２兆円の民間投資と、２５兆円の経済効果を生み出している

ということであって、そもそもＰＰＰの旗印のもとに設置された組織ではありますが、も

う一度設立の趣旨に立ち返って、期間の延長、あるいは制度の拡充という形での検討をし

てはどうかということです。 

 １７ページでは、漫画ですが、その組織イメージをかかせていただきました。成長戦略

プロジェクトにかかわるステークホルダーが連携するプラットフォームとして、成長戦略

プロジェクトの内容や区域、整備のスケジュール等を明確化して民間投資を促していく。

その際、教育・医療・福祉など各分野の総合化のために、行政の縦割りや、あるいは公益

事業者間の縄張り意識を克服する、また、プロジェクトの戦略性のために必要となる各種

の規制を大幅に緩和する、さまざまなファイナンス上の措置を検討するということが考え

られますが、これらを可能にするためには強いリーダーシップが不可欠であり、政治主導

のワンストップ型の組織を目指すべきと思います。 

 １８ページに参ります。このようなワンストップのリーダーシップで優良性の原則、あ

るいは地域戦略、リージョナル戦略に基づいて、戦略的なプロジェクトを展開するための

成長戦略ゾーンを指定し、プロジェクトの円滑な推進を図り、方向性を示し、民間投資を

呼び込んでいくということであります。 

 イギリスの enterprise zone という考え方は大変有名ですが、 近では韓国において

free economic zone を指定し、民間都市開発を特にソウル郊外の仁川市において、積極的

に進めています。 

 １９ページでは、そういう成長ゾーンの開発利益を地方の再生、あるいは国土の再構築

のために再配分するという仕組みのイメージが書いてあります。税による富の再配分だけ

によらない、国土的な環境対策の原資として期待できるのではないかという思いつきであ
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ります。 

 ２０ページに参ります。４つ目の提案はシティ・セールスであります。競合する諸国、

諸都市に比べて、我が国、あるいは我が国の諸都市は、投資やツーリズムの呼び込みのた

めの幅広い働きかけというのが、著しく弱いと思います。やはり官民が連携して積極的な

外交を展開すべきだろうと思います。さまざまなイベントへの参加、イベント起こしが必

要であるわけで、その たるものがオリンピックの誘致であろうと思います。不成功に終

わったことは大変残念ですが、今でももちろんその意義は変わらないわけで、再チャレン

ジすることも検討すべきではないかと思います。そのほかのグローバルイベントの誘致を

てこにした成長戦略の攻略も考えてみるべきでしょう。 

 ２１ページに参ります。具体的な行動につながる議論の素材を提供させていただきたい

ということで、成長戦略ゾーンを明示して、そこでのプロジェクトファインディングをし

ようというご提案です。これはこれからこういう会議で皆さんの英知を集約していくとい

うことでありますが、幾つか例示させていただきます。 

 ２２ページに参ります。まず、世界都市東京であります。都心機能を一層高度化し、グ

ローバルフロンティアと勝手に名前をつけましたが、東京への国内外の人と資金の流入を

図る。シンガポールなど、近隣大都市との競合状態が熾烈化しておりますが、東京は新し

いグローバル秩序の構築に乗りおくれるわけにはいかないわけでして、そのために世界都

市にふさわしい位置づけと、国民的な合意形成、ソフト及びハードインフラの整備が必要

です。 

 ここでは特に指摘しておりませんが、骨格的なインフラの整備はやはり不可欠でして、

空港、港湾についてはこの会議で検討されていますが、幹線道路の問題は取り扱われてい

ません。首都圏３環状などについては、整備促進の明確なメッセージが必要なのではない

かなという印象を持っております。 

 もう一つの例としては、人と地球に優しい、次世代型の環境配慮型都市総合システム開

発と名前をつけましたが、沖縄をフューチャーフロンティアとするということを提案して

おります。那覇軍港であるとか、あるいは普天間基地の返還により、大規模な土地開発が

可能、あるいは開発しなければならないということを前提にしておりますが、沖縄の立地

を生かしまして、再生可能エネルギー開発、スマートグリッドの構築、新しいライフスタ

イル、都市システムを開発して世界に発信していく。新しいビジネスや雇用創出に有効に

働くのではないかと思います。世界の成長センターである東アジアとの経済的な連携強化
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や、基地問題で微妙なアメリカとの関係においても有効に働くのではないでしょうか。 

 成長させるプロジェクトを発掘して、この記述のような仕組みを駆使して、速やかに着

手していくべきであろうと思いますが、こういう例示をしたほかにもたくさんの成長戦略

ゾーンが考えられます。大都市を中心とする広域経済圏、これはメガリージョンと 近は

呼ばれておりますが、そういうものに着目し、産官学の連携による新しい担い手による戦

略実現の必要性が指摘されております。世界の多くの成長センターにおいて、このような

取り組みが進められております。 

 ２３ページに参ります。ここから東京のグローバルフロンティアの成長戦略プロジェク

ト例を、ざざっとご紹介します。 

 

まず、国のおぜん立てで東京都心の河川を活性化させようというのはいかがでしょうか。

大手町の再開発でありますとか、日本橋エリア、東京スカイツリーなど、今ここに赤く書

いてあるのはそういうところですが、そういう拠点を連携する、あるいは拠点の開発を後

押しするという効果があると思います。また、エネルギー源としての水というのも注目す

べきだろうと思います。 

 次に参ります。これは国有地の有効利用プロジェクトの例ということで、日比谷公園を

挙げました。日比谷公園の地下を大々的に活用した JAPAN TOURISM の拠点整備というもの

が考えられるということです。 

 大規模公園の活用としては、ほかに神宮外苑なども考えられると思います。これは国民

スポーツの聖地として構想されたものでありますが、施設の老朽化がご存じのように進ん

でおりまして、再整備の必要性が高まっています。周辺の民間のポテンシャルも非常に高

いと思います。 

 ２５ページでは、公共施設整備のチャンスというのを 大限に生かす取り組み例を挙げ

ております。環状２号の整備が進められておりますが、それにあわせて、全く新しい次世

代型のシンボル・ブールバールと呼びましたが、公園道路的な空間として、さまざまな施

策を総合化させていくということを考えたらどうかということです。 

 その次は新宿副都心の再生という例を挙げました。これは規制誘導手法の抜本的な見直

し例として挙げました。昭和４０年から建設がスタートしており、大規模更新の時期を迎

えておりますし、こんなまちは楽しくないという時代にもうなっております。当時とやは

り大分市民の受けとめ方が変わってきております。また、地域冷暖房施設を先進的に取り
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組んでおりますが、それのグレードアップも必要。新宿中央公園の配置、あるいはその機

能についてもやはり現代的な見直しが必要かと思います。 

 ２７ページでは駅を取り上げました。日本の大都市のすぐれた環境性能が鉄道ネットワ

ークにより支えられております。鉄道を拠点とする大規模開発の必要性、その効果につい

て述べております。メガミックスプロジェクトの成立性はこういうところでありまして、

例えば汐留の再開発の場合には、建設投資額が６,７００億、生産誘発額がその倍の１兆３,

０００億、これに対して投入された補助金が５００億。つまり補助金の２７倍の生産が誘

発されたということになります。 

 ２８ページでは、そういう開発の特に重点的なエリアとして、羽田から東京駅周辺に至

るエリアを示しました。品川にはリニアの駅が想定されております。また、品川～東京駅

間の鉄道施設は老朽化しており、骨格インフラの更新が課題となっております。鉄道事業

者との連携で、このゾーンの機能開発を集中的、総合的に行おうという提案でございます。 

 ２９ページでは、今まで申し上げてきたようなことの内容のコンセプトの取りまとめを

試みました。 

 ３０ページでは、このプレゼンテーションをまとめるに当たって頭の中にあったキーワ

ードを、ざざっとＡＢＣ順に書きました。既に皆さんのレポートの中でも上がっているも

のばかりですが、ONE STOP というのは、私にとっては縦割りの排除、はやりの言葉で言う

と政治主導であるということです。 

 QUALITY OF LIFE というのは、この成長戦略会議の議論の究極の目標と心得ております。

そのためには、今日は触れることができませんでしたが、歴史とか伝統についての議論を

加えていくことも重要なんではないかと考えております。 

 後の TOLERANCE というのは、メガリージョンを主張しているリチャード・フロリダが、

都市の成長において重要な要素、要因として挙げている言葉でありますが、規制緩和、あ

るいは産官学がお互いに連携し合うときの心の作用であるとか、あるいは市民の行動原理

などで、お互いを認め合い、許し合うというような示唆に富むキーワードだと考えました。 

 以上です。すいません、失礼いたしました。 

【長谷川座長】  安さん、どうもありがとうございました。それでは引き続いて福田さ

んからお願いします。 

【福田委員】  じゃ、私のほうから続いて。大臣にもご指名いただいたとおり、成長戦

略とＰＰＰの関係についてお話しさせていただきます。 

 -9-



 １ページおめくりいただいて、１ページ目、今日お話ししたいことをざっと項目で並べ

ていますが、根本的にＰＰＰというと、一般的にどこの国でも財政再建の手法としてとら

えられることが多いと思うんですが、なぜこれが成長戦略と関係するのかというところを

頭で整理しておきたい。それに基づいて、実はそういう動きをしている国がアジアにあり

ます。その事例についてご紹介します。 

 翻って一方で日本の状況、これはどうなのか。一言で言ってお寒い状況ですが、そのお

寒い状況について確認させていただくと。じゃ、お寒い状況を寒くなくするにはどうする

かというときに、どういうターゲットで、どういう仕組みがそろうとできるのかという具

体的なお話。 

 終的にはやはりそこにだれがお金を出すのかという話があると思いますので、お金の

出し手に関する動向。 

 後に、それを具体的に進めていくためにこれから必要なことという、大きく６点お話

しさせていただきたいと思います。 

 ２枚めくっていただいて、まずは成長戦略とＰＰＰの意味です。３ページ目をごらんい

ただければと思いますが、これは 近新聞報道等でも出てきていますけれども、もはやイ

ンフラというのは、ある意味においてはドメスティックな産業ではない。アジアにおいて、

これからむしろ中心的なイシューになってきている。これはＡＤＢの資料ですが、１０年

間で日本円で８００兆円を超えるインフラ整備のニーズがある。 

 一方で、日本の商社等のプレーヤーがバランスシートに載せているインフラのアセット

というのは、これに比べると全然小さい。これだけのボリュームの事業のニーズがあると

いうのが、まず１つ成長戦略との関係でございます。 

 続いて、次の４ページ目。インフラというものにはいろんな整備手法があるわけですけ

れども、そのワン・オブ・ゼムとしてのＰＰＰ、これは過去の世銀のデータでございます。

２００８年に金融危機がありましたので大きく落ち込んでいますけれども、東南アジアと

南アジア、インドと東南アジアで、おおむね２００７年時点で年間５兆円程度のプロジェ

クトがＰＰＰで実行されている。 

 これは足元のデータはないんですが、格付会社等が 近出しているレポートで言うと、

プロジェクトファイナンスは戻ってきつつあるという状況。前のページのＡＤＢのレポー

トでもそうですが、基本的にはやはり民間資金を使っていく必要性があるというのが域内

の声でございます。やはりこういう外需としてのインフラ整備と、実はそこでＰＰＰが方
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法論としてかなり中心的に据えられてくる可能性が高まっているというのが、ある意味に

おいては国内の議論とのつながりということかと思います。 

 次の５ページ目のほうに行っていただきたいと思うんですが、じゃ、その国内と国外が

具体的にどうつながってくるのかという観点で見たときに、一番左側が一番オーソドック

スな公共事業のやり方であります。政府が債券を発行して、これは償還原資が税収である、

その債券に基づいて調達された事業がインフラに投下されていくという、これが日本のオ

ーソドックスなやり方であります。 

 ただ、ＰＰＰに移行していくということは、やはりまずプロジェクトに対して民間のお

金がダイレクトに入ってくる。その償還の原資、投資回収の原資というのは、利用者が払

うフィーであると。ここで諸外国でＰＰＰに社会資本整備を切りかえていく際に、大きな

ポイントというのは、ユーザーというのは利用の必要があるからフィーを払うという観点

です。逆に言うと、利用の必要のないものにはユーザーはフィーを払いません。だとする

と、それを整備するか否かというのは、まさに公共性の問われるポイントになってきます

から、そこは堂々と税金で必要性を議会で議論して決めていくと。 

 必要性がある意味においては、ユーザーのほんとうの意味での利用がどこまで必要とさ

れるのかのベンチマークを民間のお金でやっていくという考え方に、社会資本の整備の考

え方を切りかえていくというのが、やはり大きな考え方が変わってくるポイントかなと思

います。 

 さらに成長戦略という観点でいくと、実は国内でこういう経験を蓄積して、民間の投資

家がインフラとなじむ、その経験をもとに海外に出ていくという話が、その向こうに成長

戦略として見えてくる。国内における社会資本政策のある意味再整理と、その先に見える

海外への展開、この２点というのがＰＰＰと成長戦略の関係なんではないかと考えていま

す。この辺は事例もありますので、後ろでまた触れます。 

 実際具体的に見ていきますと、６ページですけれども、ＰＰＰという観点で見たときに、

日本勢が海外でどういう分野で出ていっているかという点で、現状で言うと、アジアで中

心的に取り組まれているのはＩＰＰと言われる電力分野。この分野については商社、電力

会社等は広範に出ていっています。 

 ここは国内で電力の規制緩和を進める中で、プレーヤーの育成が行われたというのは大

きいと思うんですが、ほかの領域、経済的インフラと言われる領域には、鉄道もあれば、

有料道路もあれば、空港、上下水、ほかにも幅広い分野があるかと思いますけれども、現
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状でプレーヤーと言える人たち、商社がごく一部薄くカバーしていますけれども、彼らの

バランスシートにも限界があることを考える中で、先ほどの膨大な需要にだれが資金提供

者となって出ていくか。やはり国内のマーケットの議論が整理されないと、なかなか外に

行けない。 

 上を見ていただいてわかるとおり、国内で独占的に事業をやっているプレーヤーがここ

をやっている限り、なかなか外に出ていくインセンティブというのはないということにな

ると思います。そういうイシューがあるのかなというのが、成長戦略とＰＰＰの関係でご

ざいます。 

 一方で７ページ、これは言うまでもないことでありますが、一応私の思い入れとして、

まだまだ若造ではありますけれども、私自身ＰＰＰという分野を研究対象に選んだ理由と

しても、おそらく我々の世代は向こう４０年、政府の債務をどうするのかという問題につ

き合っていかざるを得ないであろうという中で、多少なりともそれに貢献できるものを研

究しようということで、このテーマを選んだんですけれども、ぜひともやはりこの財政再

建という問題に正面から向き合っていただきたいというのが、おそらく我々の同世代の多

くの声でもあると思いますので、ここは一つ触れさせていただきます。 

【長谷川座長】  ちなみにお幾つですか。 

【福田委員】  私は３０です。 

【長谷川座長】  ３０。それはなるほどですね。（笑） 

【福田委員】  あと４０年、５０年近くはこの国で生きていかなければならない身とし

ては、どうしてもここらあたりでけりをつけていただきたいというのは、切実な思いとし

て言わせていただきます。 

 次のページで具体的な問題として財政の観点で見ても、やはりもう２０２０年以降、社

会資本の更新のタイミングが来るということは明らかに、これは国交省さんのデータから

とってきている問題でありまして、もう１０年でこの問題が来るとわかっているという局

面でもありますので、やはり先ほど言った、ほんとうに整備する必要があるインフラが何

かを、民間のお金をベンチマークしながら精査していくというのを考えていただく局面じ

ゃないかなと。 

 すいません、これはページが飛んでいますね。次のページ、実際自治体に対して弊社で

アンケートをとってみると、社会資本はもう、おそらく維持管理が十分にできなくなると

答えている人が７２％という数字になっていまして、これは約１,７００の自治体に対して
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サンプルは４６４で少し少ないですが、それでも多くの自治体が、もうおそらく財政的に

限界だろうということを感じている、そういう状況であります。 

 実際、次のページを見ていただければと思うんですが、新規の投資をやめただけじゃな

くて、もう維持管理費自体削らないといけないということで、手をつけ始めている自治体

も２割にわたるということでありまして、やはりこのあたりの考え方の整理というのは、

自治体という一番末端の現場でも、相当切実な問題になっているというところについて考

えていく必要がある。財政再建という、ある意味においては必要性が災い転じて福となる

という形で、海外でのニーズを取り込んでいくというつながりになっていく成長戦略とい

うのがあればと思います。 

 １１ページ以降で、ライバルであるアジアの国における状況というのを少し整理してお

りまして、オーストラリアと韓国の例を入れております。ここにはオーストラリアにおけ

るＰＰＰの活用と財政再建というお話がありまして、オーストラリアも１９９０年代とい

うのは、非常に政府のＧＤＰ比での財政収支は赤字でありまして、これは棒線が国債の発

行額で、線グラフがＧＤＰ比の財政収支ですが、非常に悪かった状況から２０００年にか

けて、これを改善していくためにＰＰＰというのを使っていると。 

 実際オーストラリアは国の規模が小さいのであれですけれども、３兆円ぐらいのプロジ

ェクトが実行されている。イギリスで同時期で大体１０兆円。これは韓国でもそうなんで

すけど、大体社会資本整備の１０％から１５％ぐらいがＰＰＰになっているというのが、

先進的な国でのウエート感でございます。 

 次のページにありますけれども、オーストラリアの場合は、有料道路であるとか交通シ

ステム、トンネルの分野というのが、このＰＰＰの対象となっているウエートが高いとい

うことでありまして、彼らの強みというのはこういう分野の社会資本にある。あと、water

ということで、水みたいなものも上から５番目にありますけれども、こういう分野がオー

ストラリアで取り組まれている。 

 じゃ、ある意味においてはオーストラリアにおいても、当初財政再建のためにやってい

たＰＰＰの取り組みというのが今何になっているかというと、次の１４ページでありまし

て、大々的に海外に展開しようとしている。 

 具体的に言うと日本もターゲットになっています。実際、１０月の日豪貿易経済大臣会

合の中で、ぜひＰＰＰをアジアで日本と一緒にやろうとオーストラリア側は提案していて、

オーストラリアはファイナンスが強いので、そこをやらせてくれと。ほんとうは日本もそ
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こをやるべきだと私は思いますが、そういう提案をしてきているということでありますし、

あと、これは私も参加して、向こうでプレゼンしましたけれども、オーストラリアに日本

の企業の人を１００人ぐらい連れていって、１週間、オーストラリアのＰＰＰノウハウに

ついて、３０人ぐらいプレゼンターが出てきて、ある意味においては研修づけ、オースト

ラリアのＰＰＰはこういうフレームワークでやっていてという話をひたすらやる。 

 これは実は８月の前に３月に、もう日本でやっていて、そのときにはオーストラリアの

関係者が６０人ぐらい日本までやってきて、経団連会館でセミナーをやって、さらにすご

いのは、その後彼らは、政府の人もそうなんですけど、自治体を回っているんです。大阪

に行って、北海道に行って、福岡に行って、自治体の担当者に直接オーストラリアのＰＰ

Ｐを売り込むということをやっているということで、オーストラリア政府もアジアをも見

据え、日本も見据え、国内でのノウハウの輸出を始めている。これは一つコンペクターと

言えるんじゃないかなと思います。 

 次のページに韓国がございます。韓国もオーストラリアと同様に、実はオーストラリア

がＰＰＰのパッケージの 初の外販に成功したのは韓国だったりするんですが、２０００

年前後の金融危機、１９９７年のアジア通貨危機以降の韓国の経済的な危機の中で、韓国

政府もやはり国債に依存していると、金融市場が悪化したときに外国の資金が逃げてしま

うという中で、インフラ整備が難しくなる中で、少しでも国内の投資家に魅力的な形でイ

ンフラ整備のためのお金を集めたいということで、ＰＰＩ法と向こうでは呼びますけれど

も、そういう法律を制定して急速に普及を進めている。 

 社会資本整備に占めるＰＰＰの比率が急速に上がっていっているのが、０１年から０８

年まで見ていただけるとわかると思いますが、これはオーストラリアにもかなり学び、た

だ彼らが賢いのは、オーストラリアだけに学ばずに、日本にも何度も視察団を送って研究

している。財務省の所管している開発研究員という専門家集団が、ある意味においては政

府の官庁なんですが、民間から専門家を１００人集めて、この問題に徹底的に取り組ませ

ているという形でノウハウを集めてやっています。 

 結果として見ると、韓国というのは名目ＧＤＰ比で見た財政収支というのは一貫して黒

字が続いていまして、やはり日本を見て、国債に依存するとある意味においてはとまらな

くなると、彼らは彼らで見ながら、かなり早い段階で公債の依存よりもＰＰＰに傾斜した

ほうが、重点的に幾らか整備できるという形で政策転換をしているというのが状況。これ

は先週ソウルに行って、開発研究員の担当者と議論をしてきまして、そのときに彼らがじ
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かに言っていた話でございます。 

 具体的に韓国でやっている分野としては、有料道路であるとか、港湾、鉄道、あとは上

下水がここに入りますけれども、環境施設が多くなっていまして、特に有料道路を対象に

しているのは、建設会社にＰＰＰの経験を積ませるには、やはりオペレーションにあまり

複雑な技術が要るものですと、建設会社よりもオペレーションのノウハウがある人たちが

主導してくることになりますので、建設会社がノウハウを積むには道路というのは比較的

いいということで、この分野をやっている。 

 資本力に問題がある建設会社、要は建設会社というのはバランスシートに載せるビジネ

スモデルじゃないので、投資ファンドが所有して、その中で建設会社が共同投資をしてや

っていくという形でやっているケースが多い。 

 あともう一つ、韓国の特徴というのは、国民年金の資金を直接こういうプロジェクトに

入れるということをやっています。日本で言うとＧＰＩＦですけれども、そこのお金を直

接こういうものに入れる形で活性化を図っている、そういう特徴もございます。 

 で、次のページに付随的な効果ということで、下のデータに載せているのは韓国の建設

業の海外受注額の推移ですけれども、二千五、六年から急速に海外受注を増やしている。

その原因としては中東が大きいので、非常に中東がバブっていたからという部分はあるん

ですが、これは韓国企業が５兆円ぐらい、年間足元で海外受注がありますけど、日本の同

じ数字って、足し上げても大体年間１兆です。韓国の建設市場というのは大体１０兆円ぐ

らいの市場ですから、国内市場の半分近い海外受注をとっている。日本は４０兆近くあっ

て１兆円という状況があります。 

 もちろんこれにはいろんな要因があるんですが、１つ向こうでも言われていることとし

ては、ＰＰＰのプロジェクトを通じて建設会社のリスク管理のノウハウというのがついて

きた。さらに言うと、お金を持っている投資ファンドと投資家とのリレーションができた

ので、そういう人たちとのパートナーシップが組みやすくなって、役割分担しながら海外

に出ていくことができるようになったということも、一応は言われています。 

 それ以外にも韓国政府もオーストラリアをまねて、本格的に海外へのパッケージ展開を

始めていまして、先ほど申し上げた開発研究員に専門家を入れて、研修プログラムを提供

するであるとか、ベトナムで韓国の投資家を現地の政府と結びつける、ＩＲの説明会をや

るとか、そういうことをし始めているということであるとか。 

 あと、次のページにあるんですけれども、これはインフラではなくて資源なんですけれ
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ども、民間の投資ファンドを使って、政府が持っている貿易保険を信用補完という形で使

う形で資源開発のファンドをつくる。産業銀行というのは日本で言うとＤＢＪさんみたい

なところですが、外国のファンドマネジャーと国内の金融機関を必ずセットにして、お金

を集めさせて海外投資をさせるという形で、これはある程度ノウハウを国内の金融機関に

も落とすというねらいもあるようですけれども、そういう形で金融スキームをうまく生か

して、官民共同で海外投資をしていくということもやり始めているということでございま

す。そういうのがアジアにおける、韓国、オーストラリアの展開でございます。 

 すいません、長くなってきていますけれども、１９ページ以降で、日本の現状をあまり

細かく話す必要は私はないと思っていまして、３兆円ぐらい、１９９９年にスタートして

以来、ＰＦＩという法制度のもとで事業をやっています。それが、またページが抜けてい

ます、すいません、ＰＦＩ事業の規模というところにあるんですけれども、何を見ると明

らかかというと、２ページめくっていただいて、受注企業の構成というところを見ていた

だければと思うんですけれども、大体受注企業の半分は日本の場合、建設会社がＰＦＩで

は占めている。 

 もちろん建設会社が占めることが悪いというわけではないと思うんですが、次のページ

にありますけれども、事業スキーム、事業の内訳が問題ではないかと思います。そういう

のも、ＰＦＩ事業の大体全体の７割はサービス購入型と言われる、政府が対価を払うタイ

プの事業。要はこれは実質的に言うと、ある公共事業をやったお金を２０年、３０年の割

賦払いにしているだけという形になっていまして、いわゆる利用者から料金を取るタイプ

の事業というのは全体の５％にすぎないということで、建設会社と政府の間で建設対価を

割賦で払う仕組みとして、ある意味実質ＰＦＩが機能してしまっている部分もある。 

 これではなかなか事業に参画してリスクをとるということを、民間がインフラの中でや

っていくのは難しいであろうということが、現状の問題として挙げられるのではないかと

思います。 

 ２４ページ、じゃ、どういう領域でどういう仕組みでという具体的なお話として、２５

ページ目に幾つか書かせていただきましたけれども、やはり社会資本の主要な部分という

のは国交省がまさにかかわっているということで言えば、こういう分野でこういう新しい

手法を導入するかどうかのかぎというのは、国交省が握っていると言えるんじゃないかと

思います。もちろん自治体が持っているものもありますけれども、そこについても規制等

を通じて密接にかかわってきているという意味で言うと、少なくとも利用者からペイがあ
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ることが現状で明らかな事業、ここの上に挙がっているような事業というのは、比較的早

く移行させることができるんじゃないか。 

 社会的なインフラ、下にあるもの、これは今までいわゆるサービス購入という隠れ借金

になっていた分野ですけれども、こういう分野であっても例えば庁舎とか、具体的にほん

とうに政府が所有しなければならないのかという議論はできるんじゃないかということで、

次のページで少し具体的なお話を書いております。 

 経済的なインフラにおけるリスク移転ということでありまして、この辺はもう釈迦に説

法な部分もあるかと思いますけれども、やはり従来ですと、収益性の高い事業から入って

きたお金が、特会であるとか特殊法人にプールされて、それが新規の建設事業であるとか、

整備済みだけれども低収益の事業に充当されるというメカニズム、これは道路でもそうで

すし、空港でもそうですし、港湾でもそうだと思います。 

 この事業、このフレームワークが生きている限り、なかなかＰＰＰというのは難しい。

それはなぜかというと下にございますけれども、やはり民間のお金が入るのは、ちゃんと

収益が立つところであるという前提があります。そういう意味で言うと、高収益事業とい

うのが低収益事業とひもづけられていては、なかなかお金というのは入らないと思います。 

 ただ、もうかるところだけをやるのではなくて、もう一つ重要なのは右側の、今は低収

益だけれども、改善によってはちゃんと事業として独立する可能性があるもの、これはあ

る種市場化テストの側面があると思いますけれども、民間の目線で見れば、もっとちゃん

と事業としてやれるものを掘り起こしていく機能、この２つがある意味、ＰＰＰが持って

いる機能なのかなと私は思います。 

 それでも難しいものというのは、もうかっている事業を政府が手放したお金で一部整備

をしていくか、どうしても必要なものというのは、予算措置を通じて必要性を国民である

とか政治家の皆さんが議論して判断していくという、やはりここの切り分けをしていかな

いと、なかなかこういうコンセプトというのは入っていきにくいんじゃないかと思います。 

 ２７ページにオーストラリアや韓国の例というのを少し挙げています。 

 さらに２８ページに社会インフラにおけるリスクの移転の考え方も少し書いてあります

けれども、例えば政府の持っている庁舎、これも事業仕分けで少し切り分けられましたけ

れども、庁舎を３０年自分で持つという投資をしてしまった瞬間に、今、国債は６０年か

けて償還することになっていますから、６０年間満額負債として政府のバランスシートに

計上されることになります。 
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 ただ一方で、もう無理に全部が全部、政府がじかにつくったものじゃなくてもいい、民

間がつくったものに、ある意味テナントとして長期契約で入ると割り切れば、例えば民間

からすると、政府が２０年の長期契約で借りてくれるだけでも十分魅力的でありまして、

別にそれで総額の投資が回収できないとしても、民間に転用できる仕様で施設をつくって

おけば、いい立地のものであれば、そのまま民間が別のテナントを探しに行くという形に

すれば、要は負債として全額計上する必要というのはないわけであります。 

 そういう意味で言うと、社会インフラに関してもそういう形でリースの考え方をうまく

入れて、転用可能性、ほかの用途に使えるように仕様を柔軟にしていくことによって、負

債を落とすことというのはできるんじゃないかと思います。 

 実際２９ページに、アメリカでそういう、ある意味リートの仕組みの中に政府庁舎専門

のビルだけを抱えて、リートとしてやっていて上場しているファンドというのもありまし

て、これも去年、私は直接行って話を聞きましたけれども、大体１０年ぐらいの期間で民

間が、そのビル会社と政府が賃貸借契約を結んでいると。当然１０年じゃ投資回収できま

せんから、ほかの用途に転用できる形でそもそもビルは用意するし、そういう場所を選ん

でやるということをやっている、そういう事例もございます。 

 ３０ページ以降、具体にそういう個別の事業の条件を整えていけば、国内にある金融資

産、現状で言うとかなりの額が国債に回っているわけですけれども、国債であるとか預金

に回っているお金というのを、もっと収益性の高い方向に振り向けていくというきっかけ

になるんじゃないかなと思っています。 

 ３２ページ目以降に、そういう投資家のお金を直接インフラと結びつける投資ファンド

というのも世界的に見ると出てきていて、投資ファンドというと、これは一見何だという

話になりますけど、彼らのお金の出どころというのは基本的に年金基金です。年金基金が

長期でお金を運用する。その年金基金の長期性とインフラの長期性というのが、ある意味

一致してくる。 

 そこを詳しく書いているのが３７ページ。ちょっと飛んでしまって恐縮ですが、時間も

あれなので少し飛ばせていただいて、３７ページに少し絵をかいてありますけれども、年

金というのは当然ずっと掛金を払っていって、受給できる期間というのはリタイアした後

ですから何十年も先になる。預かっている側というのは、その預かっている期間に一定の

利回りで、それを膨らませる約束を加入者に対してしている。そういう意味では２０年、

３０年かけて、安定的だけれども低いリターンでインフラで運用することで、年金の投資
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家からすると非常によい運用先になる。 

 来年どうなるかわからない企業に投資するよりは、発電であるとか有料道路のようなプ

ロジェクトに、多少リスクをとってもお金を入れたい投資家はいるということでありまし

て、次の３８ページに、これは１０月に日本の主要な年金基金、生命保険会社等にアンケ

ートをすると、大体４割ぐらいの投資家というのが、このインフラに対する投資、ファン

ドであるとかボンドという形――エクイティなのかデットなのかありますが――に対して

興味を持っていると回答していまして、これはなぜかというと、今外国の投資ファンドが

積極的に日本の投資家に、インフラにお金を出さないかとセールスに来ている。 

 ただ、これらが持っていっているのは海外のインフラに投資しないかというセールスに

行っていて。ただ、日本の投資家はまず国内でやらせてくれと言っている。これは先ほど

の議論でもそうですけれども、国内で投資経験を日本の投資家が積むことで、やっとそこ

でこの事業がわかってきて、わかった経験をもとに海外に出ていく。これは建設会社だけ

ではなくて、機関投資家であるとか年金基金に関しても同じような筋書きができる。ただ

国内でまだ現状でやれないので、やったことのある投資家というのは、インフラファンド

でも３％ぐらいというのが現状であります。 

 次の３９ページを飛ばしていただいて４０ページ。あと、個人投資家にもアンケートを

とったりしているんですけど、公共施設の建て直しとか補強、環境対策にお金を出してく

れませんかと聞かれたらどうしますかという問いかけをすると、多少リターンが低くても

お金を出してもいいよという個人投資家の方も、３０％ぐらいいるということでありまし

て、やはりこういう人たちが国債という形じゃなくて、事業に直接お金を入れられるよう

にしてあげるのも、仕組みとして重要なんじゃないかということであります。 

 ４１ページ目、今後必要な検討でありまして、４２ページ、１枚めくっていただいて、

書いていますけれども、やはり具体的に道路とか空港とか鉄道とか港湾とか、個別の事業

で、今の仕組みに対してどう移行していくか、個別に組み立てをしていく必要があるんじ

ゃないか。今の仕組みもありますから、そことの整合性をどうとるのかという議論が必要

であることに加えて、やはり私もこの分野をずっとやってきてあるのは、ＰＦＩ法の弱い

ところというのは、現状の法律で民間が施設所有者になれないと書いてあると、ＰＦＩの

事業であってもそれは乗り越えられないので、事業が結局できない。 

 例えば例で言うと、下水道という分野であれば、下水道法に事業者は明確に市町村と書

かれていますから、そうするといかにそこにＰＦＩを適用しようと思っても、民間事業者
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は事業者になれないという段階で、本業をやれない。韓国の制度というのは非常によくで

きていて、そういう個別の事業法で事業主体が公共と規定されていても、ＰＦＩの事業の

法律で認定を受ければ、同じだけの権限を民間が持てるという形の特例法に、韓国のＰＦ

Ｉ法は全部なっている。 

 やはりこういう形で分野を横断して、ＰＦＩを適用する際に、今のフレームワークの前

提じゃない形で考えられるようにしないと、結局今のＰＦＩというのは、この個別法を乗

り越えられない結果として現状に均衡しているので、じゃ、この現状の均衡を変えようと

すると、そこの余条件を取り去ってあげるということをしない限り、要は新しい仕組み、

踏み込んだ仕組みというのは出てきようがないという状況があると思いますので、個別の

分野で考えることとともに、ある意味分野を越えてＰＦＩという事業を使いやすくしてい

く、従来の公共がやるのと同じような余条件で使えるような、そういう法制度整備が必要

じゃないか。 

 具体的にそのために必要なことというのを、４３ページに９点ほど具体的に。これは今

までこういうことを事業に適用したときに、これがひっかかってやれませんといって、今

まで私が挫折し続けてきたことのある意味集大成として、４３ページにあるようなことを

具体的に措置していけば、私が今日しゃべったようなことは適用可能になるというのを整

理させていただいています。この辺はこれから分科会等でも議論をさせていただくことに

なろうかと思います。 

 すいません、少し長くなって早足になってしまいましたけれども、 後にまとめだけし

ていくと、４４ページですが、アジアのインフラ整備の中でＰＰＰというのは一定の役割

を果たしそうである。また、国内でもやはり財政再建であるとか社会資本整備に向けて、

どう財源を賄っていくのかという議論はある。こんな中で、韓国だとかオーストラリアは

ＰＰＰを使って制度整備を進めて、財政再建と成長戦略の両立を図るような、そういう動

きがある。 

 日本では、現状非常に制度上の制約があって、適用分野がある意味においては限られて

いる。この状況を改善するような措置が必要じゃないか、そういうお話ということで、非

常に早口でお聞きづらいところもあって恐縮ですけれども、私の説明とさせていただきま

す。 

【長谷川座長】  安さん、福田さん、限られた時間で、大変示唆に富んだプレゼンテー

ションをしていただきまして、ありがとうございました。 
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 それではこれからお二人のプレゼンテーションに基づくフリーディスカッションを、１

５分から２０分程度行いたいと思いますので、どなたからでも結構でございますので、挙

手の上、発言をお願いいたします。どうぞ。 

【委員】  ありがとうございました。福田委員のご説明にあった、このＰＰＰは、非常

に重要な、これからのインフラをやっていくためのものだと思うんです。福田委員のほう

は成長戦略との関連でいくと、海外でうまくやっていくのに非常に成長に役立つんだとい

うお話がありましたけれども、私はこれは国内のインフラでも、やはりかなり成長に寄与

するんだと思うんです。そこの部分は、やはりインフラをいかにうまく効率的にやるか、

どうやってそこでいいサービスをやっていくかということが、国内事業者にとっても非常

に大きなプラスであります。 

 そういうことがうまく回っていくと、経済全体が成長していくわけです。そうすると、

やはりＰＰＰとかＰＦＩの一つの役割というのは、国内のインフラをより便利なものにし、

より効率的なものにして、より使い勝手のいいものにする、そういう形で回す。そうする

と国内の成長に非常に寄与するということなんだと思います。 

 逆に言うと、ある意味でＰＰＰをやっても、そこにある種のサービスを改善したりだと

か、インフラをよくしたりとか、そういうことに回らないと、単純に財政の負担は軽くな

るかもしれませんけれども、本質的な意味での成長にはつながらないということだと思う

んです。 

 そこが 後のほうにご指摘なったことだと思うんですけれども、やはりここは民間の事

業者のインセンティブだとかやる気をそこにつぎ込んでいく、そのこと自体がある意味で

投資家を呼び込むことにもなる。こういうことだと思うので、細かいことはまたお伺いし

たいと思いますけれども、ぜひそういう形で、民間の事業者のインセンティブが引き出せ

るようなスキームをつくっていくということが重要じゃないか。そのときにどこまで政府

がお金をそこに出すのか、保証するのか、そういう問題ではないかと思っています。 

【長谷川座長】  ありがとうございます。福田さん、何かコメントございますか。 

【福田委員】  まさに同感でありまして、特にやはり過去１０年間の中で、相当いろい

ろなことをやろうとして実現できなかった１０年があるんです。大体多くの民間企業は、

いや、とはいってもまた規制があるとか、事業主体は公共じゃないとだめとかそういう話

で、またやらないんでしょうと、ちょっと引いて見ている部分も残念ながらあるのかなと。 

 逆に言うと、民間に対する投げかけとしても、こういう規制は、要は今までこういうこ
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とがある意味障壁になっていたけれども、ここはなしで考えたときにどこまでやりますか

という働きかけをしないと、なかなかいいアイデアが出てこない状況というのが正直ある

と思いますので、そういう民間から提案を求めるときの条件づけ、そこは非常に考えない

といけないポイントだと思います。 

【長谷川座長】  ありがとうございました。私からちょっと１つだけ。ＰＦＩとＰＰＰ

はどう使い分けるのですか。 

【福田委員】  非常によく聞かれて、結構答えに窮するところもあるんですが、一般的

な定義として言われているのは、ＰＰＰのほうがかなり定義としては広い。日本国内で言

えば、ＰＦＩというのはＰＦＩ法という法律がありますから、この法律によって認定され

ている事業がＰＦＩ事業であるということになるんですが、それ以外に例えば指定管理者

制度であるとか、個別のインフラでは包括委託であるとか、いろんな民間活用の手法とい

うのがここ１０年間ぐらいある。ある意味公共サービス改革法もその一つかもしれません。 

 そういうのを集合して、民間の活力を引き出す公共サービスも、方法論全般をＰＰＰと

定義する。要はＰＦＩのほうが狭くて、ＰＰＰというのはもうちょっと広い集合であると

いうふうに使われるのが一般的だと思います。 

【長谷川座長】  そうですか。 

【委員】  ５点ほどあるんですけれども短くやります。 

 まず、これは確実に実現していくということが重要だと思っていまして、例えば、安さ

んが言われた都市再生本部を強化してということなんですけれども、実際それをやっても、

ほんとうにワンストップサービスになっているのかというフォローアップをきちっとして

いく必要があるので、何かをモデルプロジェクトにしてでもほんとうにそうなるのか。今

まで実際つくりましたが、法体系をやっても、ふたをあけるとできないことはこれだけあ

りますということが大変多かったわけです。そこをきちっとやっていくということが重要

だと思います。 

 それから建築基準法の問題で言いますと、優良な住宅をストックしていくという話がこ

の中にあるんですけれども、しかし今の建築基準法というのは、一たん建てたパッケージ

を、次に何かを改装したり、いろいろ変えていくということには全然向いていない建築基

準法になっているわけです。 

 ですからその点も、例えばイギリスであれば２００年の住宅を、持ち主が２０年ごとに

変わっていってもきちっと変えて、使っていけるわけですけれども、今、５０年前の建物
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というのは、建築基準法はだめだ、何がだめだと、絶対にコンバージョンもできないよう

なことになっています。そこをきちっと見ていく必要があるのかなということが２つ目で

す。 

 それからもう一つは、ＰＰＰとＰＦＩで、じゃ、新しいプロジェクトでやるのかという

こともあって、結果をやっぱりすぐ出す必要があるのかと。であれば、極端なことを今言

っていたのは、国土交通省の新しい建物、庁舎をまずＰＦＩで出してしまう。これはもう

すぐできるわけです。結果が出るわけです。 

 例えば橋で言えば、アクアラインを、橋ですからこれを出してしまうということもあり

得るわけで、そこにまたサービスがうまくくっついて、いろんなことができるということ

で、変な話ですけれども、例えば日産自動車でも、一番 初は銀座の本社を売って、それ

で今のＰＦＩみたいなことを民間でやっているわけです。それをまずやる。やっぱりすぐ

に結果を出していくということが重要なんじゃないか。 

 それからもう一つは、この前ちょっと下水道局のプレゼンテーションを受けたんですけ

れども、何か聞くところによると、東京都の下水道局のある施設の入札にフランスの企業

が応募しようとしたら、フランス大統領の親書をすぐに持ってきたというんです。鳩山さ

んの親書をどれぐらいのスピードで企業に、そういった海外の入札に出せるのかというシ

ステムが、トップセールスというのがほんとうにできるのかと。ぱっぱぱっぱ親書を出し

てもらって、入札に一挙に渡してやっていってやるぐらいのスピードをフランスは持って

いるので、そういう制度をやっぱりきちっとつくっていく必要があるのではないか。 

 このフランス大統領の親書は、下水道局に聞いていただいて、見ていただければわかり

ますので、そういうことをやる必要があるのではないかと、以上、５点ですけれどもあり

ます。 

【委員】  すいません、１つほどちょっと先生の話に、追加じゃないんですけれども。

おそらくＰＰＰをやっていく上で、外に対する説明というのは非常に重要になってくると

思うんです。そういう意味で言うと、ＰＦＩというものと、ある意味市場化テストという

ものの考え方というのは、私は融合し得ると。特に先生がおっしゃられた既存のものをや

るのであれば、要は官民競争でどういう効率性があるのかというのが、明確に立証される

というプロセスを通じてやっていく。 

 これは逆に言うと、メリットが明らかに民間側から提案されなければやらない。ここの

どういう透明的なプロセスでそれをやっていくのかというのは重要だと思いますし、この

 -23-



辺の議論というのは、おそらく分科会でも議論していかなくちゃいけないと思います。た

だ、透明なプロセスをつくることは可能だと私は思っているということであります。 

【長谷川座長】  ありがとうございました。ほかにどなたかご意見ございますでしょう

か。 

【委員】  今の話でちょっとほんとうに簡単ですけど、金融機関は魅力的な案件があれ

ばお金は出てくるんです。だからそういった魅力的な案件をどうつくり出していけるか。

先ほど言っていたような、橋を売るというのもいいでしょうし、とにかく期間が短くて、

利回りなり、アップサイドがある案件をやっぱり出さないと、お金は搾り出そうとしても

出てこない。それだけは理解して、何らかの魅力的な案件を 初に出すということに集中

したらいいんじゃないかなと思います。 

【長谷川座長】  ありがとうございました。 

【委員】  福田さんの概念ではＰＰＰの中に普通の単純な民営化というのは入っている

んですか。 

【福田委員】  ＰＰＰの中には入っていると思います。ただ、日本でどういう進め方を

やるかというのは、やはりＰＰＰという、そういう意味でＰＦＩの……。すいません、ち

ょっと話が混乱していて恐縮なんですが、公共性が高い案件について言うと、例えばオー

ストラリアでも有料道路とかというのは、資産所有権を民間に移転していない形って結構

多いんです。運営の権利だけを民間に与えていて、３０年間の運営権だけでやらせている

というケースも結構多かったりするので、ちょっとここに事例として出しているものとい

うのは、民営化してもその事業から政府が撤退するというものよりは、もうちょっと公共

に近いところのものが中心にはなっていたと思います。 

【委員】  ３０年、５０年、使用権を売るんだったら、これは基本的に全部売るのとほ

ぼ変わらない話です。私はここにプレゼンされたことについて、何も反対はないんですけ

れども、まずやらなきゃいけないのは、ともかく単純に民営化できるものを、単純にまず

は民営化しましょうということです。まず 初にそれをやることが一番やりやすい話で、

例えば全国で１００近くある空港を民営化するという、この仕事だけでもかなりの大変な

仕事だと思います。空港は一番民営化しやすいですから。もちろんＢＯＴだとかＰＦＩな

どいろんなやり方もあると思いますけれども、なるべく単純に、なるべく簡単にできると

ころは単純に民営化する。そういうところからやる。それでもって成長の糸口に結びつけ

る。そうすると、それに続いていろんなものが出てくると思います。 
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 あと１点だけ、安さんのプレゼン内容について、私は反対することは全くありません。、

容積率の緩和だとか、当然進めていく話だと思います。ただ、けど、都市計画をどのよう

に考えていくかということです。住宅の話をするときにはどうしても必要になってくるだ

ろう。都市計画とそれから社会資本のインフラの整備のあり方、あるいはその費用負担の

あり方、そこの部分の議論がないと、住宅の話はいいとしても、都市分野、都市計画、都

市の議論というのはできないんじゃないかなと。そこを議論する必要があるかなと思いま

した。 

 以上です。 

【長谷川座長】  特に何かございますか。 

【委員】  都市計画のあり方についての議論というのは、まさに今都市計画法の改正と

いうことをやっていらっしゃる 中で、さっき分科会の中でも私は申し上げたんですが、

今回の成長戦略会議のターゲットは、民間の金と知恵をいかに搾り出すかという長谷川座

長のお言葉に焦点を絞って、都市計画がやはり日本国土全体の均衡であるとか、あるいは

均質性、公平性というところをベースにしているとするならば、今回は優良性に着目して、

優良なプロジェクトを引き上げることによって、成長戦略というのを具体的に走らせよう

という観点に立っておる。そういうある意味で視点の狭さを持っているということであり

ます。 

【委員】  先ほどＰＰＰとかＰＦＩをやるときのプロセスの透明化と言われていたので

すが、私もやっぱりそれがすごく大事なことだと思います。そこをちゃんと透明にしない

と、効果的であるほど、どこかでインチキしているんじゃないかとか、だれか特定の人だ

けがもうかるんじゃないかという、よからぬ疑いを受けますよね。ですから透明化はすご

く大事なところだと思いました。 

 それともう一つ、今やっている事業をＰＰＰとかＰＦＩでやるだけじゃなくて、個人に

とってのＰＰＰというか――寄附ですよね。その点が日本はもっと盛んになってもいいか

なと思った。 

 アメリカなんかも盛んにありますけれども、例えば事業を成功して、もうお金を残す必

要がないから自分の生まれたところに公共施設を寄附するとか。例えばカーネギー道路み

たいな感じで自分の名前を道路につけちゃっていますよね。 

 それとか、趣味のコレクションでもう博物館級のものを買っちゃったので、 後に博物

館を建てて、運営ファンドも作って、入場無料でもって全部公開なんていうような、すご
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い人がいるじゃないですか。あれは聞くと、ほとんど税金は全部ただとなっているわけで

すよね。そういうのも書いてあったような気がしたんだけど。 

【福田委員】  ４０ページのところに。 

【委員】  難しい事業をＰＰＰ、ＰＦＩでやるというのも、もちろん検討して全然異論

はないですけど、もうちょっと個人寄附というものに対して議論してもらえると、かなり

社会にとって役に立つものができるんじゃないかと思います。 

 東大の安田講堂だって、安田財閥に建ててもらって安田講堂ってつけた。 近東京大学

なんかでもしているんですけど、個人で寄附した場合には建物に名前をつけちゃうとか、

そのぐらいの感謝で済むので、それで何十億、何百億出してくれといったら、もうがんが

んやればいい。今よく日本で個人的な資産が余っているというんだったら、どんどん国に

寄附してもらってやったら、非常にいいことになるんじゃないかなという感じはしました。 

 それともう一つ、２０ページに書いてあったシティ・セールスというのは非常に大事だ

と思って、少し宣伝が足りないんじゃないかと思うんです。もっと日本は魅力的なところ

にあるのに、これは観光なんかともリンクすると思うんですけど、もっと都市自体を宣伝

してもいいと思う。 

 特に大臣にお願いしたいのも、とにかく大臣クラスの方がいろいろの機会にいいと言っ

てくださるだけでも全然違う。大臣が外へ行って「日本がいい」と言ってくるのはただで

すから、それをおやりになったらと思う。もう一つ、時間がなかったので具体的にあまり

言われなかったけど、やはり目玉になるようなプロジェクトをやった方がいい。そうじゃ

ないとわかりが非常に悪くて。専門用語の投資の話だけだと何をやっているんだか普通の

国民にわからなくなっちゃうわけ。ですからそこのためにも、いい事例となるようなこと

を都市に関してやるのはいいと思いました。 

【長谷川座長】  ありがとうございました。まだまだ論議は尽きないのですが、少し時

間が押しておりますので、本件はこのあたりで打ち切りにさせていただきたいと思います。 

先ほどご指摘のありました都市計画のあり方については、直ちにということにはならない

かもしれないけれど、やはり分科会のほうで少し述べていただければありがたいと思いま

す。 

 それから皆さんが共通しておっしゃっているのは、どうも残念ながら官と民の間に信頼

関係がないから、具体的な成功例を１つでも２つでもつくっていかにそれを波及させてい

くかが重要だということだと思います。ぜひそれぞれの分科会から提案いただければと思
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いますので、そういった点も頭の中に入れていただければと思います。 

 

～ 以下、観光分野の中間論点整理 概要 ～ 

【平田委員からの発表】 

○ 観光戦略の 大目標は訪日外国人 3,000 万人の早期達成だが、真に有益なインバウン

ド振興のためには、国内観光の充実による観光基盤の強化も不可欠。国内外の観光振

興策を車の両輪として推進していくことが必要。 

○ また、観光は単なる余暇ではなく人生を楽しむ重要な「目的」であること、観光は日

本の基幹産業となるもので特に地域の雇用に大きく貢献するもの、といった「観光マ

インド」の形成を国民一般に促すことも必要。 

○ このような観点から、観光分野では以下の５つを中間的な論点として整理。 

・ 休暇分散取得の推進 

ＧＷなど特定の時期に集中している休暇取得を分散化 

・ 海外出先機関におけるワンストップサービスの提供 

海外出先機関の縦割りを排し外国人旅行者の視点に立った海外プロモーションを

推進 

・ 地域特性を活かした観光振興のための制度等の見直し 

地域の創意工夫を活かした観光地づくりを促進するため、関連制度の見直し、規

制緩和等を実施 

・ メディア戦略 

ツィッターやブログ、映画、ＴＶ番組など、より広範な媒体による海外プロモー

ションの実施と、 新の情報通信技術を活用した情報提供、翻訳、字幕提供等の

「観光支援のための高度な情報インフラ」の導入を推進 

・ 魅力的な観光拠点の形成促進、観光マインドの育成など 

文化施設などとの連携による地域の特色を活かした魅力的な観光拠点の形成を促

進するとともに、国民の「観光マインド」の形成を促進 

 

【発表に対する委員からの主なコメント】 

○ 親は子供の休みにあわせて有給休暇を取るので、子供の休みの日（学校休暇）を地

域でずらして取れるようにすることが重要。まずは、外国でも行われているような夏
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休みを少しずつずらすことを考えるべき。 

○ 有給休暇については、まず国交省職員が率先して取得すべき。 

○ 良い観光地を支援するのではなく、競争力のない観光地への支援をやめるということ

を考えるべき。結果としてがんばったところが損をする仕組みにならないように。 

○ 外客誘致の観点から、国際会議やイベントを作り出していくということも重要であ

る。また、日本の国際会議場は世界的に見て非常に貧弱である。 

○ ジャパン・デーなどの海外のイベントに大臣等がもっと積極的に出て行くべき。 

○ 観光分野の中だけで成長戦略を考えるのではなく、他の成長分野との関連についても

検討していくべき。 

～ 以 上 ～ 

 

【長谷川座長】  後に大臣から一言お願いいたします。 

【前原大臣】  熱心なご議論いただきまして、ありがとうございました。 

 福田さんにずっと質問したかったんですけど、皆さん方がおっしゃるように、やはり早

くに成功例をつくっていくということは大事で、それでＰＰＰなんかをやっていくという

ことは私も大賛成なんですが、福田さんがこれにかかわってこられて、 後今日ご提案の

中で、法改正をしないと、律速段階というか、問題がありますよという話がありました。 

 具体的な成果を得るためには、卵が先なのか、鶏が先なのか、どちらなのか。つまりは

そういう具体的な成功例を出すためには、やはり今のＰＦＩ法というものを見直さないと、

なかなかうまくいきませんよというお考えなのかどうなのか。その点につきまして、ちょ

っと伺いたかったんですが。 

【福田委員】  わかりました。もちろん早くできればいいと思います。ただ、今までＰ

ＰＰを取り組んでいない、いわゆる経済的なインフラ、特に国交省さんが所管しているよ

うな主要なインフラでやろうとすると、やはり既存法がひっかかるところは多いと思いま

す。やはりそれを乗り越える法的な手当てがないと、今まで以上のものに適用していくこ

とは、私は難しいと思っています。 

【前原大臣】  なるほど。 

【福田委員】  これは率直に申し上げさせていただくところです。 

【前原大臣】  私も今までのＰＦＩと言われているものを見ていると、これは当座の金

がないためのリース方式みたいな形になっていて、割賦方式と言ってもいいかもしれませ
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んが、結局トータルで金がかかっている例というのはいっぱいあると思うんです。私はこ

れは本来のＰＰＰなりＰＦＩではないと思っているので、やはり今日のお話を伺っていて、

早くその成功例をつくることも大事ですけれども、根本である法律を見直さないと、いい

ＰＦＩ、ＰＰＰはできないんではないかという思いを持ちました。そこはまたぜひ分科会

で少しご議論いただければありがたいと思いました。 

【福田委員】  わかりました。 

【前原大臣】  それから 後に観光についてでございますが、年末、政府としてまとめ

た成長戦略の中に、この観光というのが入っていて、インバウンド、休日の平準化、そし

て省庁連携という内容が入っているので、私、 後にまとめられたときに、総理がおられ

る前で言ったんです。ほんとうにみんな総論賛成、各論反対じゃなくてやるんだねという

ことは念押しをして、それについては合意が得られています。やるということを合意して

いるんです。 

 ただやはり、私も短い期間でありますがこの仕事をさせていただいて、役所というのは、

ほかの役所がやることについては極めて非協力的であることは間違いない。その場合、や

はり国土交通省から出していくものについては、できるだけ文句は言われないような仕組

みをつくっていくということが大事で、もう少し中身を内部（分科会）でお詰めいただい

て、少なくともこのメンバーで納得するようなものを他省庁の場に持っていかないと、あ

のとき総論賛成、各論反対じゃないと言ったじゃないかといっても、私が非難されそうで

ございますので、その点については少ししっかりとご議論いただければ、僭越ながらあり

がたいなと思いました。いずれにしても、皆さん方のご努力、心から感謝申し上げたいと。

ありがとうございます。 

【長谷川座長】  どうもありがとうございました。それでは本日の会議は終了させてい

ただきます。 

 それと同時に、来週予定しておりました会合は延期させていただきまして、次回は２月

２日ということでございます。よろしくお願いします。 

 

── 了 ── 


